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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正について

標記については、先般、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基

準の一部を改正する省令（平成１５年厚生労働省令第２８号）等が公布され、一部改正

規定を除き、本年４月１日から施行されるところであるが、今回の改正の趣旨及び内容

は別添１のとおりである。また、これに伴い、関係通知の一部を別添２のとおり改正し、

同日より適用することとしたので、御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等に

その周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。



別添１

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正

１ 改正の趣旨

平成１５年度の介護報酬の見直しにあわせて、サービスの質の向上を図る観点から、

指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設の指定基準につ

いて所要の見直しを行うものである。

２ 改正の概要

(1) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正

① 指定居宅サービス事業者は、サービスを提供した際には、提供した具体的なサ

ービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書

の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければなら

ないこととすること。（注１）

② 指定居宅サービス事業者は、個別サービス計画（訪問介護計画など）の作成に

当たっては、その内容について利用者の同意を得なければならないこととするこ

と。また、個別サービス計画を作成した際には、当該個別サービス計画を利用者

に交付しなければならないこととすること。（注２）

③ 指定居宅サービス事業者は、利用者及びその家族からの苦情を受け付けた場合

には、当該苦情の内容等を記録しなければならないこととすること。また、市町

村又は国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合において、市町村

又は国民健康保険団体連合会から求めがあったときは、改善の内容を市町村又は

国民健康保険団体連合会に報告しなければならないこととすること。

④ 指定居宅サービス事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生

した場合には、当該事故の状況及び事故に際して採った処置を記録しなければな

らないこととすること。

⑤ 指定訪問リハビリテーションについて、病院及び診療所に加え、介護老人保健

施設も行うことができることとすること。

⑥ 指定通所介護について、看護職員の配置を、指定通所介護の単位ごとに、専ら

当該指定通所介護の提供に当たる看護職員が１以上確保されるために必要と認め



られる数とすること。

⑦ 指定通所リハビリテーションの人員及び設備に関する基準を見直し、従来医療

機関、老人保健施設それぞれ基準が規定されていたところ、基本的に両者共通の

ものに再編すること。

⑧ 小規模生活単位型指定短期入所生活介護の事業（指定短期入所生活介護の事業

であって、その全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同

生活室により一体的に構成される場所（以下「ユニット」という。）ごとに利用

者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるものをいう。）を行う者は、

ユニットの提供を行うことに伴い必要となる費用の支払を利用者から受けること

ができることとすること。

⑨ その他、小規模生活単位型指定短期入所生活介護の事業及び一部小規模生活単

位型指定短期入所生活介護の事業（指定短期入所生活介護の事業であって、その

一部においてユニットごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行

われるものをいう。）について、(3) ⑫から⑮までと同様の改正を行うこと。

⑩ 指定痴呆対応型共同生活介護事業所の共同生活住居の数は、１又は２とするこ

と。（注３）

⑪ 指定痴呆対応型共同生活介護事業所における宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務

について、１人の職員が他の共同生活住居と兼務する場合は、２つの共同生活住

居までとすること。また、併設施設との兼務は認めないこととすること。（注

４）

⑫ 指定痴呆対応型共同生活介護事業所の計画作成担当者のうち１以上の者は、介

護支援専門員をもって充てなければならないこととすること。また、介護支援専

門員は、介護支援専門員でない他の計画作成担当者の業務を監督するものとする

こと。（注５）

⑬ 指定特定施設入所者生活介護事業所の計画作成担当者は、介護支援専門員とす

ること。（注６）

⑭ 指定特定施設入所者生活介護事業者は、指定特定施設入所者生活介護に係る業

務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業



者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければなら

ない旨を明示すること。

⑮ 指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業

者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確

認し、その結果等を記録しなければならない旨を明示すること。

⑯ 指定短期入所生活介護、指定短期入所療養介護、指定痴呆対応型共同生活介護

及び指定特定施設入所者生活介護について、(3) ②と同様の改正を行うこと。

⑰ 指定痴呆対応型共同生活介護及び指定特定施設入所者生活介護について、(3)

①及び⑩と同様の改正を行うこと。

(2) 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の一部改正

① 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案の内容について、文書により利用

者の同意を得なければならない旨を明示すること。また、居宅サービス計画を作

成した際には、当該居宅サービス計画を利用者に交付しなければならないことと

すること。

② 介護支援専門員は、居宅サービス計画の実施状況の把握及び解決すべき課題の

把握に当たっては、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなけれ

ばならないこととすること。

ア 少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。

イ 少なくとも三月に一回、実施状況の把握の結果を記録すること。

③ 介護支援専門員は、利用者が要介護更新認定、要介護状態区分の変更の認定等

を受けた場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等に

より、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地か

らの意見を求めるものとすること。

④ 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援事業所の管理者は、居宅サービ

ス計画の作成又は変更に関し、介護支援専門員に対して特定の居宅サービス事業

者等によるサービスを位置付けるべき旨の指示等を行ってはならないこととする

こと。

⑤ (1) ③及び④と同様の改正を行うこと。



(3) 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正

① 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスを提供した際には、提供

した具体的なサービスの内容等を記録しなければならないこととすること。

② 指定介護老人福祉施設は、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護

するため緊急やむを得ず身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為を行う場

合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得な

い理由を記録しなければならない旨を明示すること。

③ 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員（以下「計画担当介

護支援専門員」という。）は、施設サービス計画の作成に当たっては、入所者の

日常生活全般を支援する観点から、当該地域の住民による自発的な活動によるサ

ービス等の利用も含めて施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければなら

ないこととすること。

④ 計画担当介護支援専門員は、解決すべき課題の把握に当たっては、入所者及び

その家族に面接して行わなければならないこととすること。この場合において、

計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入所者及びその家族に対して十分に説

明し、理解を得なければならないこととすること。

⑤ 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会

等により、施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地

からの意見を求めるものとすること。

⑥ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の実施状況の把握及び解決すべ

き課題の把握に当たっては、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行

わなければならないこととすること。

ア 定期的に入所者に面接すること。

イ 定期的に実施状況の把握の結果を記録すること。

⑦ 計画担当介護支援専門員は、入所者が要介護更新認定、要介護状態区分の変更

の認定を受けた場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照

会等により、施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な

見地からの意見を求めるものとすること。



⑧ 指定介護老人福祉施設は、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければな

らないこととすること。

⑨ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画に関する業務のほか、入所者の

退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業

者に対して情報を提供する等の業務を行うものとすること。

⑩ 指定介護老人福祉施設は、その運営に当たっては、提供した指定介護福祉施設

サービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び

援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければなら

ないこととすること。

⑪ 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設（施設の全部においてユニットごとに

入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる指定介護老人福祉施設

をいう。以下同じ。）は、ユニットの提供を行うことに伴い必要となる費用（所

得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働大臣が定める者については、厚生労

働大臣が定める基準により算定した額を控除した額とする。）の支払を入居者か

ら受けることができることとすること。

⑫ 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設におけるサービスの取扱いは、次に定

めるところにより行われなければならないこととすること。

ア 指定介護福祉施設サービスは、入居者が、その有する能力に応じて、自らの

生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにす

るため、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入

居者の日常生活を支援するものとして行われなければならないこととすること。

イ 指定介護福祉施設サービスは、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割

を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならないことと

すること。

ウ 指定介護福祉施設サービスは、入居者のプライバシーの確保に配慮して行わ

れなければならないこととすること。

⑬ 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設における介護の提供は、次に定めると

ころにより行われなければならないこととすること。

ア 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日

常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術

をもって行われなければならないこととすること。



イ 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、入居者の日常生活における家事

を、入居者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう

適切に支援しなければならないこととすること。

⑭ 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設の設備に関する基準について、特別養

護老人ホームの設備及び運営に関する基準の相当する規定を踏まえて規定の整備

を行うとともに、介護職員室、看護職員室及び機能訓練室を設けなくてよいこと

とすること。

⑮ その他小規模生活単位型指定介護老人福祉施設について所要の規定の整備を行

うほか、一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設（施設の一部においてユニ

ットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる指定介護老

人福祉施設をいう。）についても所要の規定の整備を行うこと。

⑯ (1) ③及び④並びに(2) ①と同様の改正を行うこと。

⑰ 平成１５年３月３１日に介護支援専門員を置かない指定介護老人福祉施設のう

ち入所定員が１９人以下のもの（以下「小規模施設」という。）については、平

成１８年３月３１日までの間は、計画担当介護支援専門員の業務を指定居宅介護

支援事業者（当該小規模施設の開設者を除く。）に委託することができることと

し、委託する小規模施設については、介護支援専門員を置かないことができるこ

ととすること。

(4) 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部改正

① 介護老人保健施設は、入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に

照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定

期的に検討し、これを記録しなければならない旨を明示すること。

② (1) ③及び④、(2) ①並びに(3) ①から⑦まで、⑨、⑩及び⑰と同様の改正を

行うこと。

(5) 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正

(1) ③及び④、(2) ①並びに(3) ①から⑦まで、⑨、⑩及び⑰と同様の改正を行

うこと。

(6) その他



各指定基準等について、規定の趣旨を明確化するとともに、他の指定基準との整

合性を図るため所要の改正を行うこととすること。

（注１） 指定痴呆対応型共同生活介護及び指定特定施設入所者生活介護を除く。

（注２） 指定訪問入浴介護、指定居宅療養管理指導及び指定福祉用具貸与を除く。

（注３） 平成１５年４月１日に現に２を超える共同生活住居を有しているもの（建築

中のものを含む。）は、当分の間、当該共同生活住居を有することができるこ

ととする。

（注４） 平成１５年４月１日に現に存する事業所（当該事業所の共同生活住居におい

て宿直勤務を行う介護従業者が、同日に現に併設されている他の共同生活住居

（２を超える場合に限る。）又は併設施設の職務に従事しているものに限

る。）の共同生活住居において宿直勤務を行う介護従業者については、平成１

８年３月３１日までの間は、なお従前の例によることができることとする。

（注５） この改正については、平成１６年４月１日から施行する。また、平成１８年

３月３１日までの間は、事業者は、計画作成担当者をすべて、保健医療サービ

ス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関して知識及び経験を有する者

であって介護支援専門員でない者をもって充てることができることとする。

（注６） この改正については、平成１６年４月１日から施行する。また、平成１８年

３月３１日までの間は、介護支援専門員その他の保健医療サービス又は福祉サ

ービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者でもよいことと

する。



別添２

関係通知の一部改正

１ 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」（平成

１１年９月１７日老企第２５号）の一部改正

別紙１のとおり改正する。

２ 「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」（平成１１年

７月２９日老企第２２号）の一部改正

別紙２のとおり改正する。

３ 「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について」（平成１２

年３月１７日老企第４３号）の一部改正

別紙３のとおり改正する。

４ 「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について」（平

成１２年３月１７日老企第４４号）の一部改正

別紙４のとおり改正する。

５ 「指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準について」（平成１

２年３月１７日老企第４５号）の一部改正

別紙５のとおり改正する。

６ 「指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について」（平成１２年１１月１６日老

振第７６号）の一部改正

別紙６のとおり改正する。

７ 「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」（平成１２年３月

３０日老企第５４号）の一部改正

別紙７のとおり改正する。

８ 「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」（平成１２年３月１７日

老計第１０号）の一部改正

通知中「家事援助」を「生活援助」に改める。


